
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式交付に係る事前開示書面 

（会社法第816条の２第１項及び会社法施行規則第213条の２に基づく開示事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年11月19日 

株式会社ノーリツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2025年11月19日 

 

株式交付に係る事前開示事項 

 

神戸市中央区江戸町93 

株式会社ノーリツ 

代表取締役社長 竹中 昌之 

 

当社は、2025年11月19日付で作成した株式交付計画書（以下「本株式交付計画書」といいます。）

に基づき、2025年12月19日を効力発生日（以下「本効力発生日」といいます。）として、当社を株式

交付親会社とし、株式会社荻原製作所（以下「荻原製作所」といいます。）を株式交付子会社とする株

式交付（以下「本株式交付」といいます。）を行うことといたしました。 

本株式交付に関する会社法第816条の２第１項及び会社法施行規則第213条の２に定める事前開示

事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１． 株式交付計画の内容（会社法第816条の２第１項） 

 

別紙１のとおりです。 

 

２．会社法第774条の３第１項第２号に掲げる事項についての定めが同条第２項に定める要件を満た

すと株式交付親会社が判断した理由（会社法施行規則第213条の２第１号） 

 

当社は、本株式交付に際して譲り受ける荻原製作所の普通株式の数の下限を14,977株と定めて

おります。 

当社は、荻原製作所の2025年11月６日付登記情報の記載から、荻原製作所の普通株式の同日現

在における発行済株式総数が81,000株であること、荻原製作所は同日現在において議決権のある

種類株式を発行していないことを確認し、同登記情報の記載が同日現在の荻原製作所の発行済の

株式の状況を正確に反映していること、また、同日から本効力発生日までの間に、株式、新株予

約権及び新株予約権付社債その他荻原製作所の株式に転換可能な権利の発行又は付与を行う予

定はないことを荻原製作所に確認いたしました。 

本株式交付計画においては、当社が本株式交付に際して譲り受ける荻原製作所の普通株式の数

の下限を14,977株と定めており、仮に当社が本株式交付に際して下限である14,977株の荻原製作

所の普通株式を譲り受けた場合、本株式交付が効力を生じる日において、当社が保有する荻原製

作所の議決権の数は、荻原製作所の総議決権数の51.0％（小数点以下第二位四捨五入。）を占める

ことになると見込まれます。 

以上から、当社は、本株式交付に際して譲り受ける荻原製作所の普通株式の数の下限を 14,977

株とする定めが、会社法第774条の３第２項に定める要件を満たすと判断いたしました。 

 

３．会社法第774条の３第１項第３号から第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項



（会社法施行規則第213条の２第２号） 

 

別紙２のとおりです。 

 

４．会社法第774条の３第１項７号に掲げる事項を定めた場合における第８号及び第９号に掲げる事

項についての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第213条の２第３号） 

 

該当事項はありません。 

 

５．株式交付子会社に関する事項（会社法施行規則第213条の２第４号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙３のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書

類等の内容 

 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

６．株式交付親会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第213条の２第５号イ） 

 

該当事項はありません。 

 

７．本株式交付が効力を生ずる日以後における株式交付親会社の債務の履行の見込みに関する事項

（会社法施行規則第213条の２第６号） 

 

本株式交付は会社法第816条の８第１項の適用を受けないため、該当事項はありません。 

 

以上 

  



別紙１ 株式交付計画の内容  

 

株式交付計画書 

  

株式会社ノーリツ（以下「甲」という。）は、甲を株式交付親会社、株式会社荻原製作所（以下「乙」

という。）を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」という。）を行うに当たり、次のと

おり株式交付計画（以下「本計画」という。）を作成する。 

 

第１条（株式交付子会社の商号及び住所） 

乙の商号及び住所は、次のとおりである。 

商号：株式会社荻原製作所 

住所：長野県伊那市美篶8060 

 

第２条（株式交付親会社が本株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限） 

甲が本株式交付に際して譲り受ける乙の普通株式の数の下限は14,977株とする。 

 

第３条（本株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する株式及び金銭並びにそ

れらの割当て） 

1. 甲は、本株式交付に際して、乙の普通株式の譲渡人に対して、乙の普通株式の対価として、甲の

普通株式を交付する。 

2. 甲は、乙の普通株式1株につき、甲の普通株式12.05株を割り当てる。 

3. 前二項の規定に従い、甲が乙の普通株式の譲渡人に対して交付する甲の普通株式の数に1株に満

たない端数があるときは、会社法第234条その他関係法令の規定に従い、当該端数を金銭で処理

する。 

 

第４条（株式交付親会社の資本金及び準備金の額） 

甲は、本株式交付では資本金の額を増加せず、準備金の額については、会社計算規則第39条の２に

従い、甲が別途定める。 

 

第５条（株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みの期日） 

乙の普通株式の譲渡しの申込みの期日は、2025年12月12日とする。ただし、甲は、本株式交付が効

力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）を変更する場合には、当該変更と同時にこれを変更す

ることができる。 

 

第６条（本計画の承認決議） 

甲は、効力発生日の前日までに、本計画の承認及び本計画に必要な事項に関する機関決定を行う。 

 

第７条（本株式交付がその効力を生ずる日） 

効力発生日は、2025年12月19日とする。ただし、本株式交付の手続進行上の必要性その他の事由に

より必要がある場合には、甲は、これを変更することができる。 

 

 



第８条（本計画の変更及び本株式交付の中止） 

本計画作成日から効力発生日までの間において、本株式交付の実行に重大な支障となる事象が生じ

たこと等により本株式交付の目的を達成することが困難となった場合には、甲は、本計画の内容を

変更し又は本株式交付を中止することができる。 

 

第９条（本計画の効力） 

 本計画は、第６条に定める甲の適法な機関決定が得られないときは、その効力を失うものとする。 

 

第10条（規定外事項） 

本計画に定める事項のほか、本株式交付に関する事項は、本株式交付の趣旨に従って甲がこれを決

定する。 

 

2025年11月19日 

 

神戸市中央区江戸町93 

株式会社ノーリツ 

代表取締役社長 竹中 昌之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別紙２ 会社法第774条の３第１項第３号から第６号までに掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項  

 

１． 本株式交付に係る割当ての内容 

取得する株式数の下限 14,977株 

１株当たりに割り当てられる対価の算定方法 １株当たり株式対価：当社株式12.05株 

交付する当社株式数：普通株式180,472株 

株式対価の総額：352,100,872円 

 

２．本株式交付に係る割当ての内容の根拠等 

(1)割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本株式交付に用いられる株式交付比率の検討に際し、その妥当性を確保するため当社及

び荻原製作所から独立した第三者算定機関である株式会社エフエーエス（所在地：大阪市中央区備

後町3丁目6番2号 大雅ビル6階、代表者：脇野信太）を選定し、2025年11月18日付で、本株式交

付に係る株式価値評価報告書を取得した。当社は、当該算定結果、両社の財務の状況、資産の状況

及び将来の事業活動の見通し等の要因を総合的に勘案し検討を重ねた結果、最終的に上記「１．本

株式交付に係る割当ての内容」記載の株式交付比率が、株式会社エフエーエスが算定した株式交付

比率の範囲内であり、株主の利益を損ねるものではなく、妥当であるとの判断に至った。なお、こ

の株式交付比率は、算定の基礎となる諸条件について重要な変更が生じた場合、当社及び荻原製作

所の株主との協議により変更されることがある。 

 

(2)算定に関する事項 

①算定機関の名称並びに当社及び荻原製作所との関係 

株式会社エフエーエスは、当社及び荻原製作所の関連当事者には該当せず、本株式交付に関し

て記載すべき重要な利害関係は有していない。また、本株式交付に係る株式会社エフエーエスの

報酬は、本株式交付の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、本株式交付の成立等を

条件に支払われる成功報酬は含まれていない。 

 

②算定の概要 

株式会社エフエーエスは、当社については普通株式が東京証券取引所プライム市場に上場して

おり、市場株価が存在し取引市場での流動性も高いことから、本株式交付の対価としてその株式

価値を評価する場合、市場株価法により十分に適正な結果が得られると判断したため、市場株価

法を採用して算定を行った。また、荻原製作所については、非上場会社であるため市場株価が存

在しないこと、評価基準日時点での純資産額は将来のキャッシュ・フローを考慮した株式価値を

示していないと判断されること、荻原製作所が今後実施する事業上の施策の進捗状況や実施確度

如何によって利益水準は大幅に変動するため、類似上場会社比較法の計算要素である利益とマル

チプル（倍率）のうち利益についていずれの事業年度の利益水準を採用すべきか客観的かつ合理

的な判断が困難であること等を総合的に勘案し、将来の事業活動の状況を評価に反映するために

ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」という。）を採用して算定を行っ

た。 

この結果、当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の、荻原製作所の普通株式１

株に対する株式交付比率の算定結果は以下のとおりである。 



 株式交付比率の算定結果 

普通株式 8.78～14.64 

 

市場株価法においては、2025年11月18日を算定基準日として、当社の東京証券取引所プライム

市場における算定基準日の終値、並びに直近１か月間、３か月間及び６か月間の株価終値の単純

平均値を基に、当社の１株当たり株式価値を分析している。 

DCF法においては、荻原製作所から提供を受けた2025年10月期から2029年10月期までの事業

計画に基づき、荻原製作所が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割

引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を算定している。また計画期間以降の継続価値

については、永続成長率法を採用し、評価時点において想定可能な計画期間以降の事業成長の水

準を踏まえ、永続成長率を2.0％として算定している。割引率については、8.3％を基準に7.8％～

8.8％として算定している。 

株式会社エフエーエスは、株式交付比率の算定に際して、当社及び荻原製作所から提供を受け

た情報並びに一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び

情報等が、全て正確かつ完全なものであること、株式交付比率の算定に重大な影響を与える可能

性がある事実で株式会社エフエーエスに対して未開示の事実はないこと等を前提としており、独

自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていない。また、当社及び荻原製作所の資産及び負

債（偶発債務を含む。）について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自の評価、

鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていない。加えて算定

において参照した荻原製作所の事業計画に関する情報については、荻原製作所の経営陣により現

時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としている。株式会社

エフエーエスの分析結果は、2025年11月18日現在までの情報及び経済情勢を反映したものであ

る。 

DCF法の算定の基礎となる荻原製作所の事業計画については、今後の事業拡大による大幅な増

益が見込まれている事業年度が含まれている。具体的には、2025年10月期から2029年10月期に

かけて、特に新規得意先への商品採用の拡大や新規商品の採用見込みがあるため、これらによる

営業利益の増加を見込んでいる。大幅な増益を見込んでいる荻原製作所の2025年10月期から 

2029年10月期までの財務予測は以下のとおりとなる。 

（単位：千円） 

 2025年10月期 2026年10月期  2027年10月期  2028年10月期  2029年10月期 

営業利益 131,158 98,484 164,965 273,236 339,499 

増減率 － △24.9% 67.5% 65.6% 24.3% 

 

なお、株式会社エフエーエスによる株式交付比率の算定結果は本株式交付における株式交付比

率の公正性について意見を表明するものではなく、当社は本株式交付における本株式交付比率が

当社の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取

得していない。 

 

３．当社の資本金及び準備金の額に関する事項についての定めの相当性に関する事項 

本株式交付では資本金の額を増加せず、準備金の額については、会社計算規則第39条の２に従

い、当社が定める金額とする。当社は、かかる扱いは法令及び当社の資本政策に鑑み、相当であ

ると判断している。 



別紙３ 株式交付子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容  



 



 



  



 



 



 


